
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今熊地区周辺エリア複合施設整備事業 

優先交渉権者の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月１日 

 

大阪狭山市 
 

 



「今熊地区周辺エリア複合施設整備事業」優先交渉権者の決定について 

 

 

「今熊地区周辺エリア複合施設整備事業」の実施にあたり、一般公募型提案方式による公

募を実施いたしました。 

本件に関し、選定委員会より審査講評および最優秀提案者の選定報告を受けましたので、

本市において、以下のとおり優先交渉権者を決定いたしました。 

今後、当該事業者と誠実に協議を進め、本事業の円滑な推進を図ってまいります。 

 

 

１．優先交渉権者 

グループ名   村本建設グループ 

 

 

令和８年５月１日 

 

大阪狭山市長 古川 照人 

  


